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川崎市事業所等事務決裁規程の一部を改正する訓令 

川崎市事業所等事務決裁規程（昭和４１年川崎市訓令第９号）の一部を次の

ように改正する。 

別表３財務事項（１）一般（１）の項中「３０，０００，０００円」を「１

００，０００，０００円」に、「５，０００，０００円」を「２５，０００，

０００円」に改め、同表３財務事項（１）一般（２）の項中「１０，０００，

０００円」を「５０，０００，０００円」に、「３，０００，０００円」を「

１０，０００，０００円」に改め、同表３財務事項（１）一般（３）の項中「

２００，０００，０００円」を「４００，０００，０００円」に、「１００，

０００，０００円」を「２００，０００，０００円」に改め、同表３財務事項

（１）一般（４）の項中「５０，０００円」を「２００，０００円」に、「７

，０００，０００円」を「１５，０００，０００円」に、「２，０００，００

０円」を「５，０００，０００円」に改め、同表３財務事項（１）一般（５）

の項中「５０，０００円」を「２００，０００円」に、「５０，０００，００

０円」を「１５０，０００，０００円」に、「２０，０００，０００円」を「

８０，０００，０００円」に改め、同表３財務事項（１）一般（７）の項中「

７，０００，０００円」を「１５，０００，０００円」に、「２，０００，０

００円」を「５，０００，０００円」に改め、同表３財務事項（１）一般（８

）の項中「５０，０００円」を「２００，０００円」に改め、同表３財務事項

（１）一般（９）の項中「１００，０００円」を「１，０００，０００円」に

、「２０，０００，０００円」を「４０，０００，０００円」に、「５，００

０，０００円」を「２０，０００，０００円」に改め、同表３財務事項（１）

一般（１０）の項中「３００，０００円」を「１，０００，０００円」に改め

、同表３財務事項（１）一般（１１）の項中「１００，０００円」を「１，０

００，０００円」に改め、同表３財務事項（１）一般（１２）の項及び（１３



）の項を次のように改める。 

(12)  共済費及

び災害補償費

の支出決定に

関すること。 

 ○ ○ 

(13)  報償費（

支出の基準の

定めがあるも

のを除く。）

の支出決定に

関すること。 

１件 

800,000円以下

のもの 

１件 

300,000円以下

のもの 

１件 

300,000円以下

のもの 

別表３財務事項（１）一般（１４）の項中「３，０００，０００円」を「８

，０００，０００円」に、「１，０００，０００円」を「３，０００，０００

円」に改め、同表３財務事項（１）一般（１８）の項中「、扶助費」を削り、

「７，０００，０００円」を「１５，０００，０００円」に、「１，０００，

０００円」を「８，０００，０００円」に改め、同表３財務事項（１）一般（

４２）の項中「が１件１０，０００，０００円」を「が１件５０，０００，０

００円」に改め、「。ただし、予算で債務負担行為として定めた物品の借受け

又は長期継続契約による物品の借受けについては、１件２５，０００，０００

円以下のもの」を削り、「３，０００，０００円」を「１５，０００，０００

円」に、「、１件１０，０００，０００円」を「、１件２０，０００，０００

円」に改め、同項を同表３財務事項（１）一般（４３）の項とし、同表３財務

事項（１）一般中（４１）を（４２）とし、（３１）から（４０）までを１ず

つ繰り下げ、同表３財務事項（１）一般（３０）の項中「７，０００，０００

円」を「１５，０００，０００円」に、「２，０００，０００円」を「８，０



００，０００円」に改め、同項を同表３財務事項（１）一般（３１）の項とし

、同表３財務事項（１）一般（２９）の項中「１，０００，０００円」を「１

，８００，０００円」に、「６００，０００円」を「１，０００，０００円」

に改め、同項を同表３財務事項（１）一般（３０）の項とし、同表３財務事項

（１）一般中（２８）を（２９）とし、（２５）から（２７）までを１ずつ繰

り下げ、同表３財務事項（１）一般（２４）の項中「７５，０００，０００円

」を「２００，０００，０００円」に、「５０，０００，０００円」を「１０

０，０００，０００円」に改め、同項を同表３財務事項（１）一般（２５）の

項とし、同表３財務事項（１）一般（２３）の項中「２５，０００，０００円

」を「４０，０００，０００円」に、「１０，０００，０００円」を「２０，

０００，０００円」に改め、同項を同表３財務事項（１）一般（２４）の項と

し、同表３財務事項（１）一般（２２）の項中「１６，０００，０００円」を

「３２，０００，０００円」に、「１０，０００，０００円」を「２０，００

０，０００円」に改め、同項を同表３財務事項（１）一般（２３）の項とし、

同表３財務事項（１）一般（２１）の項中「５，０００，０００円」を「８，

０００，０００円」に、「２，０００，０００円」を「４，０００，０００円

」に改め、同項を同表３財務事項（１）一般（２２）の項とし、同表３財務事

項（１）一般中（２０）を（２１）とし、（１９）の次に次のように加える。 

(20)  扶助費の

支出決定に関

すること。 

 ○ ○ 

別表３財務事項（２）看護大学（１）の項中「５０，０００，０００円」を

「２００，０００，０００円」に、「３０，０００，０００円」を「１００，

０００，０００円」に、「５，０００，０００円」を「２５，０００，０００

円」に改め、同表３財務事項（２）看護大学（２）の項中「２０，０００，０



００円」を「１００，０００，０００円」に、「１０，０００，０００円」を

「５０，０００，０００円」に、「３，０００，０００円」を「１０，０００

，０００円」に改め、同表３財務事項（２）看護大学（３）の項中「３００，

０００，０００円以下の」を「４００，０００，０００円を超える」に、「２

００，０００，０００円」を「４００，０００，０００円」に、「１００，０

００，０００円」を「２００，０００，０００円」に改め、同表３財務事項（

２）看護大学（４）の項中「５０，０００円」を「２００，０００円」に、「

１０，０００，０００円」を「２０，０００，０００円」に、「７，０００，

０００円」を「１５，０００，０００円」に、「２，０００，０００円」を「

５，０００，０００円」に改め、同表３財務事項（２）看護大学（５）の項中

「５０，０００円」を「２００，０００円」に、「１００，０００，０００円

以下の」を「１５０，０００，０００円を超える」に、「５０，０００，００

０円」を「１５０，０００，０００円」に、「２０，０００，０００円」を「

８０，０００，０００円」に改め、同表３財務事項（２）看護大学（７）の項

中「１０，０００，０００円」を「２０，０００，０００円」に、「７，００

０，０００円」を「１５，０００，０００円」に、「２，０００，０００円」

を「５，０００，０００円」に改め、同表３財務事項（２）看護大学（８）の

項中「５０，０００円」を「２００，０００円」に改め、同表３財務事項（２

）看護大学（９）の項中「１００，０００円」を「１，０００，０００円」に

、「３０，０００，０００円」を「５０，０００，０００円」に、「２０，０

００，０００円」を「４０，０００，０００円」に、「５，０００，０００円

」を「２０，０００，０００円」に改め、同表３財務事項（２）看護大学（１

０）の項中「３００，０００円」を「１，０００，０００円」に改め、同表３

財務事項（２）看護大学（１１）の項中「１００，０００円」を「１，０００

，０００円」に改め、同表３財務事項（２）看護大学（１２）の項及び（１３



）の項を次のように改める。 

(12)  共済費及

び災害補償費

の支出決定に

関すること。 

  ○ 

(13)  報償費（

支出の基準の

定めがあるも

のを除く。）

の支出決定に

関すること。 

１件 

1,000,000円以

下のもの 

１件 

800,000円以下

のもの 

１件 

300,000円以下

のもの 

 別表３財務事項（２）看護大学（１４）の項中「５，０００，０００円以下

の」を「８，０００，０００円を超える」に、「３，０００，０００円」を「

８，０００，０００円」に、「１，０００，０００円」を「３，０００，００

０円」に改め、同表３財務事項（２）看護大学（１８）の項中「、扶助費」を

削り、「１０，０００，０００円以下の」を「１５，０００，０００円を超え

る」に、「７，０００，０００円」を「１５，０００，０００円」に、「１，

０００，０００円」を「８，０００，０００円」に改め、同表３財務事項（２

）看護大学（２１）の項中「７，０００，０００円」を「１０，０００，００

０円」に、「５，０００，０００円」を「８，０００，０００円」に、「２，

０００，０００円」を「４，０００，０００円」に改め、同表３財務事項（２

）看護大学（２２）の項中「２４，０００，０００円以下の」を「３２，００

０，０００円を超える」に、「１６，０００，０００円」を「３２，０００，

０００円」に、「１０，０００，０００円」を「２０，０００，０００円」に

改め、同表３財務事項（２）看護大学（２３）の項中「３５，０００，０００



円」を「５０，０００，０００円」に、「２５，０００，０００円」を「４０

，０００，０００円」に、「１０，０００，０００円」を「２０，０００，０

００円」に改め、同表３財務事項（２）看護大学（２４）の項中「１２０，０

００，０００円以下の」を「２００，０００，０００円を超える」に、「７５

，０００，０００円」を「２００，０００，０００円」に、「５０，０００，

０００円」を「１００，０００，０００円」に改め、同表３財務事項（２）看

護大学（２９）の項中「１，５００，０００円」を「２，０００，０００円」

に、「１，０００，０００円」を「１，８００，０００円」に、「６００，０

００円」を「１，０００，０００円」に改め、同表３財務事項（２）看護大学

（３０）の項中「１０，０００，０００円以下の」を「１５，０００，０００

円を超える」に、「７，０００，０００円」を「１５，０００，０００円」に

、「２，０００，０００円」を「８，０００，０００円」に改め、同表３財務

事項（２）看護大学（４１）の項中「２０，０００，０００円」を「１００，

０００，０００円」に改め、「。ただし、予算で債務負担行為として定めた物

品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けについては、１件３５，００

０，０００円以下のもの」を削り、「が１件１０，０００，０００円」を「が

１件５０，０００，０００円」に改め、「。ただし、予算で債務負担行為とし

て定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けについては、１件

２５，０００，０００円以下のもの」を削り、「３，０００，０００円」を「

１５，０００，０００円」に、「、１件１０，０００，０００円」を「、１件

２０，０００，０００円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 



２ この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例

による。 


